
1 　訓練科目、定員等

別紙知識等習得訓練コース　Ｎｏ．６、Ｎｏ．７のとおり

2 　訓練コース、訓練期間及び対象地域

対象地域は、京都府北部地域とする。

3 　委託金額

訓練実施経費　（上限）　　　　　 １月・１人当たり　５０，０００円　（税抜）

５０，０００円×訓練月×訓練人員

就職支援経費　（定額）　 １月・１人当たり　２０，０００円　（税抜）

２０，０００円×訓練月×訓練人員

※ただし、就職率に応じて減額あり（5（2）参照）

調剤事務＆登録販売者入門科／北部 令和５年内に終了すること

⑤「医療・調剤事務」資格取得講座　委託仕様書

訓練コース 訓練期間

医療事務科／北部 令和５年内に終了すること



4 　委託の細目

（１）訓練の実施方法

・訓練の指導を担当する者は、職業訓練指導員免許を有する者又は学歴、実務経験

　等の要件に適合するなど、職業訓練の適切な指導が可能であると認められる者と

　すること。なお、学歴、実務経験等の要件に適合するとは、職業能力開発促進法

　第３０条の２第２項の規定に該当する者であり、職業訓練の適切な指導が可能で

　あると認められる者（担当する科目の訓練内容に関する実務経験を５年以上有す

　る者、又は、学歴又は資格によって担当する科目の訓練内容に関する指導能力を

　明らかに有すると判断される者等職業訓練の適切な指導が可能な者を含む。）で

　あること。

・訓練内容が操作実技（コンピュータを使用した訓練）や、介護実技等に係る訓練

　にあっては、１５名につき１名の割合で講師を配置すること。

・コンピュータを使用した訓練を行うときは、受講者１名に１台のコンピュータと

　講師用のコンピュータを配置するとともに、受講者１５名につき１台の割合

　でプリンターを配置すること。

・配置コンピュータは、Windows10以上のＯＳその他講習に必要なソフトを内蔵し

　たものとし、事業実施中、常に正常に稼働する状態にしておくとともに、訓練内

　容に応じてインターネットの使用を可能にして訓練を行うこと。

・コンピュータ等の機器を指定会場に持ち込む必要がある場合は、受託事業者の負

　担で準備し、会場への据え付け、事業実施中の管理及び事業終了の会場からの撤

　去は、受託事業者の責任で行うこと。

（２）就職支援

受託事業者は、就職支援期間（訓練期間及び訓練終了後３箇月間）を通じ訓練受講

者の就職支援に努めることとし、的確な就職支援がなされていない場合は、委託者

の専門就職指導員の指導・助言が行われることがある。

ア　就職支援責任者の設置

・就職支援責任者は、キャリアコンサルタント（職業能力開発促進法第30条の3に

　規定するキャリアコンサルタント）もしくは、ジョブ・カード作成アドバイザー

　（ジョブ・カード講習の修了者である、厚生労働省又は登録団体に登録された者）

　が望ましい。

・過去の受講者に対する就職実績や、公共職業安定所が作成した受講者の就職支援

　計画等を踏まえ、受講者に対する就職支援を企画・立案すること。



・受講者に対するキャリアコンサルティング、ジョブ・カードの作成支援の就職支

　援が適切に実施されるよう管理すること。

・就職支援に関し、公共職業能力開発施設・公共職業安定所等の関係機関及び訓練

　修了生の就職先候補となる事業主や事業主団体等と連携の上、情報を確保し、訓

　練修了生に案内等情報提供が行えるようにすること。

・訓練修了者及び就職を理由として中途退所した者の就職状況を把握・管理するこ

　と。

・就職支援責任者は、当該訓練実施施設にて業務を訓練日数の50％以上行うこと。

イ　ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングの実施

・知識等習得コースのうち訓練期間が１箇月を超えるコースについて、委託訓練実

　施機関によるジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを実施するこ

　と。

・ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを訓練期間中に３回以上行

　うことが望ましいが、実施に当たっては、受講生の意向等を踏まえつつ、効果的

　な就職支援となるよう適切な時期を選ぶこと。

・受講生のプライバシーに配慮することとし、キャリアコンサルティングのため

　の別室を確保すること。

（３）付随業務

・ 受講生の出欠席の管理及び指導

・ 訓練の指導記録の作成

・ 受講証明書及び職業訓練受講給付金等に係る事務処理

・ 受講生の欠席届等に係る各種証明書等の添付の確認及び提出指導

・ 受講生の住所、氏名、金融機関等の変更に係る事務処理

・ 受講生の中途退所に係る事務処理

・ 受講証明書、欠席届・遅刻・早退・欠課届、添付証明書等の提出

・ 災害発生時の連絡

・ 訓練実施状況の把握及び報告

・ 受講生の能力習得状況の把握及び報告

・ 受講生総合保険の任意加入に係る事務

・ 受講生に問題行動があった場合の連絡

・ 訓練終了時のアンケートの実施、訓練終了３箇月後の就職状況調査

・ 学科試験等入校選考に係る業務

・ その他福知山高等技術専門校が必要と認める事項



（４）受講者からの費用徴収

・受講料は無料とし、教材費及び検定受験料は受講者から実費分を徴収して差し支

　えないが、その額については真に訓練に必要なものに限定するとともに、低廉な

　額となるよう配慮すること。

（５）その他

・気象警報等により休講し訓練を行わなかった場合は、原則として日を振り替えて

　訓練を実施すること。

・講師は、受講者の要望により、当日の訓練終了後の質問等に応じるよう努めるこ

　と。

・受託事業者は、事業の実施に当たって、火災、盗難その他の事故の防止に努め、

　また、受講者に避難経路を周知・徹底し、点検を怠らないこと。

・委託事業の履行を確保するため、関係職員による調査など必要な措置をとる場合

　があること。

・委託訓練では多岐にわたる訓練生の個人情報を取り扱う為、訓練実施中及び訓練

　終了後も決して受講生の個人情報が漏えいすることのないよう、当校が定めた

　「離職者訓練（委託訓練）の実施に係る個人情報の取扱いについて」に基づいて 

　組織的に取り組み、万全を期すこと。

・１箇月以内の企業実習を訓練に設定する場合は、訓練期間は受講生を「職業訓練

　生総合保険」に加入させること。

・受託事業者は、委託契約を締結する日から過去５年以内に「民間教育訓練機関に

　おける職業訓練サービスガイドライン研修」を受講していること又は受託事業者

　がISO29990（非公式教育・訓練における学習サービス事業者向け基本的要求事項）

　を取得していること。（ISO29990については平成３０年１２月廃止、認証から３年

　間有効）  

5 　委託契約及び委託料の支払いについて

（１）委託契約等

各コース別に選定された事業者と価格交渉を行い、協議が整い次第、改めて見積書

の提出を求め、委託契約を締結し、その後訓練の募集を開始する。

なお、協議の際、内容、金額について変更が生じる場合がありうる。



（２）就職実績に応じた委託費の交付に関する事項

就職支援経費の単価は、受講生全員を就職させるために必要な就職支援の実施に係

る経費相当額として、下記イに定める額とする。

イ　就職支援経費の単価

就職支援経費の額については、下記ハにより算出する「就職支援経費就職率」

に応じ、以下に定めるところによるものとする。

①就職支援経費就職率　８０％以上　　　　　　　２０，０００円（外税）

②就職支援経費就職率　６０％以上８０％未満　　１０，０００円（外税）

③就職支援経費就職率　６０％未満　　　　　　　支給なし

ロ　支払額

就職支援経費の支払い額の算出方法は、以下によって計算される額を支払う。

なお、「対象月数」は、３月を超える訓練であっても終了月を含む直前３月の

みとする。

＜就職支援経費の支払額＞

受講者数×就職支援経費×対象月数

ハ　就職支援経費就職率の算定方法は以下のとおりとする。

＜就職支援経費就職率＞

対象就職者

（訓練修了者+対象就職者のうち就職のための中退者）

当該就職支援経費の対象となる「対象就職者」とは以下のとおりとする。

① 訓練修了後３箇月以内（この場合の「訓練修了後３箇月以内」とは、

「訓練修了日の翌日から起算して３箇月以内（３箇月経過する日）」と

する。以下同じ。）に就職（就職のための中退者を含む。）又は内定し

た者のうち、１週間の所定労働時間が２０時間以上であり、かつ「雇用

期間の定め無し」又は「４箇月以上」の雇用期間により雇い入れられた

者（この場合の「４箇月以上」とは、「雇い入れの日から起算して

１２０日以上」とする。）及び自営を開始した者。

② ただし、訓練修了後３箇月以内に、４箇月未満の雇用期間により就職又

は内定したものであって、その後、訓練修了後３箇月以内に、「雇用期

間の定め無し」又は「４箇月以上」の就職又は内定した者については、

「対象就職者」として取り扱うものとする。

③ 就職した者のうち、労働者派遣事業により派遣される場合は、就職者は

訓練修了後３箇月以内に派遣先に就業（就業予定は除く）した者に限る

×１００



こととし、自営業の場合は、訓練終了後３箇月以内に設立又は開業し、

かつ法人設立届出書又は個人事業開廃届出書の写しを提出した者に限る

ものとする。

④ 委託先機関又はその関連事業主に雇用された場合は、雇用保険の加入者

に限ることとし、委託先機関は実施状況報告の際に、雇用保険被保険者

資格取得確認通知書（雇用保険被保険者資格取得届等受理後に安定所長

から事業主に交付）の写しを提出するものとする。

⑤ 「内定」は、訓練修了者等からの書面に就職予定日の記載がある場合の

み可とする。

⑥ 「訓練修了者」からは、就業状況報告の日以前に、複数の職業訓練に係

る 受講指示を受けたことにより、再度の訓練受講中である又は予定して

いる 者を除くものとする。また、再度、受講あっせんを受け、職業訓練

を受講 し既に終了・中退している者についても「訓練修了者数」から

除くことと し、そのうち就職者については「対象就職者数」から除く

こととする。

（３）委託訓練実施機関に対する委託費の支払いについては、委託業務終了後に、委託

先からの書面での請求に基づき精算払いする。

（４）定員に充たなかった場合及び訓練受講者が訓練の修了に至らず受講を止めた場合

は、委託料を減額する。

6 　受講者募集及び選考

・受講者の募集は公共職業安定所が行う。

・定員に充たない場合は、受託事業者と協議の上、当該訓練を中止することがある。

・訓練受講者の選考業務等については、受託事業者が行う。

（１）選考内容

筆記試験（国語・数学・面接等）

（２）選考場所

委託先の講習会場等で実施



● 知識等習得訓練コースNo.６

就職支援期間終了日

令和6年3月27日

●　訓練期間・時間

令和5年内（令和5年12月27日）までに２か月間の訓練が終了するよう設定するものとする。

1日6時間（別途休憩1時間）、1ヶ月あたり18日間の訓練を標準とすること。（土日祝日の訓練設定は避けること）

開講式・閉講式各1時間及び訓練会場外での就職活動日を除き、各月毎（訓練開始日又はそれに応当する日を

起算日とし、翌月の応当する日の前日までの区切られた期間）100時間以上を確保すること。

●　認定日・指定来所日について

下記の受講指示者の認定日及び支援指示者の指定来所日については、訓練を設定しないこと。

●／●、●／●・・・・・・・

●　訓練定員

15名

（訓練会場において感染症感染防止対策等のため、訓練生同士の間隔を十分に確保するなどの対応をとる場合は、

定員8名を下回らない範囲まで減じてもよい。）

●　実施基準

訓練項目

・医療事務に必要な基本的な知識や算定ルールの習得
・医療保険制度、医療関係法規、医学知識の理解
・医療事務３級以上程度の資格取得レベルの習得
①医療保険制度（保険診療のしくみ、公費負担医療制度）　②基本診療料（初診料、再診料、時間該
当加算、入院料、入院時食事療養費）　③医学管理料・在宅医療　④検査、検体検査実施料、生体
検査料、診断穿刺　⑤画像診断、投薬　⑥注射、リハビリテーション、精神科専門療法⑦処置料の
算定方法、処置点数　⑧手術料、輸血量、麻酔料　⑨放射線治療、病理診断　⑩診療報酬明細書
（レセプト）の作成

機器等の要件

ハードウェア
　　　ＯＳはWindows 10以上
ソフトウェア
　　　Office2016以上

その他 ・委託先機関は、委託者の求めに応じ訓練応募者の選考等を行うこと。

訓練目標
医療機関が保険者に対して、厚生労働省が定めた点数によって計算する診療報酬明細書（レセプ
ト）の作成方法を習得する。
また、医療保険制度や医療関係法規等の専門知識を理解する。

医療事務科

コース名 訓練期間

医療事務科 令和５年内に終了



● 知識等習得訓練コースNo.７

就職支援期間終了日

令和6年3月27日

●　訓練期間・時間

令和5年内（令和5年12月27日）までに２か月間の訓練が終了するよう設定するものとする。

1日6時間（別途休憩1時間）、1ヶ月あたり18日間の訓練を標準とすること。（土日祝日の訓練設定は避けること）

開講式・閉講式各1時間及び訓練会場外での就職活動日を除き、各月毎（訓練開始日又はそれに応当する日を

起算日とし、翌月の応当する日の前日までの区切られた期間）100時間以上を確保すること。

●　認定日・指定来所日について

下記の受講指示者の認定日及び支援指示者の指定来所日については、訓練を設定しないこと。

●／●、●／●・・・・・・・

●　訓練定員

15名

（訓練会場において感染症感染防止対策等のため、訓練生同士の間隔を十分に確保するなどの対応をとる場合は、

定員8名を下回らない範囲まで減じてもよい。）

●　実施基準

訓練項目

①	保険請求の仕組み、調剤技術料
②	薬学管理料
③	薬剤料・特定保健医療材料料
④	調剤録の作成
⑤	調剤報酬明細書（レセプト）の作成
⑥	登録販売者制度の概要、医薬品に共通する特性と基本的な知識
⑦	人体の動きと医薬品
⑧	主な医薬品とその作用
⑨	薬事関係法規、制度
⑩	医薬品の適正使用・安全対策

機器等の要件

ハードウェア
　　　ＯＳはWindows 10以上
ソフトウェア
　　　Office2016以上

その他 ・委託先機関は、委託者の求めに応じ訓練応募者の選考等を行うこと。

訓練目標
医療保険制度と給付、処方箋の見方、調剤会計、医薬品の役割を理解する
調剤薬局が保険者に対して、厚生労働省が定めた点数によって計算する調剤報酬明細書（レセプ
ト）の作成方法を習得する。調剤事務に必要な基本的な知識や算定ルールの習得

調剤事務＆登録販売者入門科

コース名 訓練期間

調剤事務＆登録販売者入門科 令和５年内に終了


